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■４条１項１１号 

 
不服 2018-12641 
＜本願商標＞ 

「ＣＯＭＦＩ」（標準文字） 
第３類「化粧品，せっけん類」 
 
＜結論＞ 

本件審判の請求は、成り立たない。 
 
＜原査定理由＞ 

引用商標：「ＣＯＮＦＹ」（標準文字） 
第３類「化粧品，せっけん類」 

 

 

＜理由＞ 

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。 
 
（１）本願商標について 
 本願商標は、・・・、「ＣＯＭＦＩ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、

既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させ

る語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語

とみるのが相当である。 
 
 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語

における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に

相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。 
 
（２）引用商標について 
 引用商標は、・・・、「ＣＯＮＦＹ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、

既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させ

る語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語

とみるのが相当である。 
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 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語

における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に

相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。 
 
（３）本願商標と引用商標との類否について 
ア 外観 
 本願商標と引用商標とは、前記・・・のとおり、３文字目の「Ｍ」と「Ｎ」及び５文字目

の「Ｉ」と「Ｙ」の各文字に差異を有するものの、共に欧文字の５文字を標準文字で表して

なるものであるから、両商標の構成態様は、いずれも特徴のない書体で表されているもので

ある。 
 そうすると、両商標は、外観上、顕著な差異を有するものではないというべきである。 
  
イ 称呼及び観念 
 本願商標は、上記（１）のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないも

のであり、引用商標は、上記（２）のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生

じないものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするもので、観念において

比較することができないものである。 
 
ウ 判断 
 以上のとおり、両商標は、外観においていずれも特徴のない書体で表されているものであ

り、顕著な差異を有するものではなく、観念において比較することができないものの、称呼

を共通にするものであり、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある互いに類似の商

標というべきである。 
 
（４）本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 
 本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。 
 
（５）小括 
 上記（３）及び（４）のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引

用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから、商標法第４条第１項

第１１号に該当する。 
 
（６）請求人の主張について 
ア 請求人は、本願商標と引用商標とは、共に５文字という短い文字数の中、３文字目の

「Ｍ」と「Ｎ」、５文字目の「Ｉ」と「Ｙ」において相違し、特に「ＦＩ」と「ＦＹ」の差

異は、看者に著しく異なった印象を与えるものであることから、両者は、判然と区別され得
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るものである旨主張している。 
 しかしながら、上記（３）アのとおり、本願商標と引用商標は、共に欧文字の大文字５文

字を標準文字で表してなるものであることから、このようないずれも特徴のない構成態様

において、中間に位置する「Ｍ」と「Ｎ」、また、語尾の「Ｉ」と「Ｙ」の各文字の差異は、

それぞれを時と処を異にして離隔的に観察するときは、外観において、称呼の同一性を凌駕

するほどの相違として看者に印象付けられるものではないというべきである。よって、本願

商標と引用商標は、外観上、顕著な差異を有するとはいえないものであるから、請求人の主

張は採用することができない。 
 
イ 請求人は、本願の指定商品は、取引の際に商標の外観に払われる需要者の注意力が高い

という取引の実情があり、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であっても、外観及び観念

の相違から、両者は判然と区別し得るものであって、商品の出所について誤認、混同を生ず

ることは到底あり得ることではない旨主張している。 
 しかしながら、請求人の主張する取引の実情を裏付ける証拠の提出はなく、当審において

職権で調査するも、本願商標について、請求人の主張を裏付ける事情は発見することができ

なかった。 
 したがって、請求人の主張は採用することができない。 
 
ウ 請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げ、本件と同様に、称呼を共通にする商標につ

いて、その称呼、外観、観念が与える印象、記憶、連想等を全体考察して、両商標をそれぞ

れ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないとして、

互いに非類似と判断されたものが多数見受けられるため、本件も同様に登録されるべき旨

主張している。 
 しかしながら、請求人が挙げる審決例及び登録例は、いずれも本願商標及び引用商標とそ

の構成態様を異にするものである。また、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の

登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は

採用することができない。 
 
（７）まとめ 
 以上のとおり、本願商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当し、登録することができ

ない。 
 よって、結論のとおり審決する。 
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＜弁理士コメント＞ 

 本願商標「ＣＯＭＦＩ」と引用商標「ＣＯＮＦＹ」は、外観においていずれも特徴のない

書体で表されているものであり、顕著な差異を有するものではなく、観念において比較する

ことができないものの、称呼を共通にするものであり、これらを総合勘案すれば、相紛れる

おそれのある互いに類似の商標というべきである、と判断されました。 
 
 おそらく、商標専門の弁理士の多くは、近年の４条１項１１号の審決の流れに沿えば、本

事件における両商標は、非類似と判断されるものと考えるのではないかと思います。 
 
 と言いますのも、本願商標「ＣＯＭＦＩ」と引用商標「ＣＯＮＦＹ」は、ともに標準文字

ではあるものの、５文字中２文字のスペルが異なることから、外観上の印象はかなり異なる

と言えますし、称呼については、本願商標からは「コムフィ」及び「コンフィ」が生じる一

方で、引用商標からは「コンフィー」が生じると考えられるのが普通でしょうから、たとえ

差異が語尾にあるとしても、音感の違いや短い音数＋長音の有無という点より、明瞭に聴別

できるという判断も十分あり得ると思われるからです。 
 したがって、外観・称呼・観念を総合的に考察すれば、なおさら両商標は判然と区別し得

ると言えるように思われます。 
 
 この点、審決では、両商標は「外観上、顕著な差異を有するものではない」とされ、称呼

についてはともに「コンフィ」が生じるとされています。本願商標から「コムフィ」の称呼

が生じ得るとか、引用商標から「コンフィー」の称呼が生じ得るなどとは言及されていませ

んが、少なくとも、引用商標「ＣＯＮＦＹ」からは、「コンフィ」ではなく「コンフィー」

の称呼が生じると認定すべきではないかと、個人的には疑問を感じます。 
 
本事件は、近年の審決としては、指定商品の分野を考慮したとしても、（なぜか）かなり

厳しく判断された印象を受けます。 
 ただ、個人的には、近年の「拒絶査定不服審判まで請求すれば、ほとんど非類似」という

風潮にも疑問を感じており、商標の類似範囲が狭すぎると常に思っておりますので、本事件

については、審決の判断としては大きな疑問を感じますが、結論自体としては支持したいと

思います。 
 
 

（弁理士 永露 祥生） 
＜２０１９年８月２２日＞ 


